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介護予防特定高齢者施策の流れ

生活機能の低下が疑われる者

介護予防ケアマネジメント

課題分析（一次アセスメント）

特定高齢者の決定

住民・民間組織
からの情報提供

要介護認定
非該当者

生活機能評価

本人・家族

からの相談
関係機関から

の情報提供

特定健診等と
の同時実施等

事前アセスメント

個別サービス計画作成

プログラムの実施

事後アセスメント

【運動器の機能向上】
【栄養改善】
【口腔機能の向上】
【その他】

他部局
との連携

介護予防ケアプラン作成

サービス担当者会議
の開催

（必要な場合）

地域包括支援センター

事業の実施

生活機能低下の早期把握の経路

地域包括支援センターで一定期間後に効果を評価

郵送等による基本
チェックリスト＊の実施

＊参照＜資料1.＞

予防給付

対象者
要支援１、要支援２

生活機能低下のために運動器の機能向上
が必要と判断されたもの

目的
運動器の機能向上に関するサービスを提供

し、自立した生活機能を維持し、要介護状

態に陥ることを防ぐ

実施場所
介護予防通所介護

介護予防通所リハビリテーション

医学的な管理のもとでより専門的な

サービス提供が必要な場合

予防給付の流れ

介護予防ケアマネジメント

課題分析（一次アセスメント）

事前アセスメント

個別サービス計画作成

プログラムの実施

事後アセスメント

ケアプラン作成

サービス担当者会議にて介護予防ケアプラン確定

地域包括支援センター

サービスの提供

要支援1・要支援2と判定された者

地域包括支援センターで一定期間後に効果を評価

地域支援事業

対象者
介護予防特定高齢者施策

要介護状態となる恐れがあり、運動器の

機能向上が必要と考えられるもの

介護予防一般高齢者施策

広く地域住民

目的
介護予防特定高齢者施策

主として集団的な対応で、運動介入や

生活改善等を通じ、自立した生活機能を

維持し、要介護状態に陥ることを防ぐ

介護予防一般高齢者施策

本サービス等の効果を広く周知すること

3. 予防給付と地域支援事業の違い 

3.1. サービスの流れ・対象者・目的・実施場所等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


